
奄美市公共施設改定内容一覧（スポーツ施設）

現行の料金
（円）

改正後の区分
改正後の料金

（円）
施設所管課

2時間以内 220

2～4時間 440

4～8時間 880

2時間以内 540

2～4時間 1,100

4～8時間 2,200

2時間以内 660

2～4時間 1,320

4～8時間 2,640

2時間以内 1,100

2～4時間 2,200

4～8時間 4,400

2時間以内 3,300

2～4時間 6,600

4～8時間 13,200

30 ― 50

50 ― 80

100 ― 150

2時間以内 540

2～4時間 880

4～8時間 1,760

2時間以内 1,100

2～4時間 1,760

4～8時間 3,520

2時間以内 3,300

2～4時間 5,280

4～8時間 10,780

2時間以内 1,760

2～4時間 3,520

4～8時間 7,260

2時間以内 3,520

2～4時間 7,260

4～8時間 14,520

2時間以内 16,500

2～4時間 33,000

4～8時間 55,000

2時間以内 220

2～4時間 440

4～8時間 880

2時間以内 440

2～4時間 880

4～8時間 1,760

4時間以内 1,760

4～8時間 3,520

4時間以内 3,520

4～8時間 7,040

学びスポー
ツ推進課

510

990

庭球
場

利用者
が入場
料等を
徴収し
ない場
合

小中高

一般

利用者が

入場料等

を徴収す

る場合

小中高

一般

990

1,980

9,900

170

3301時間

1時間

1時間

1時間

1時間

1時間

1時間

170

410

500

820

2,500

330

6601時間

1時間

1時間

1時間

1時間

1時間

1時間

1時間

1,980

施設名称

都市公園

現行の区分

小・中学生

市民
球場
(主施
設）

利用者
が入場
料等を
徴収し
ない場
合

小中高

一般

その他
の場合

利用者
が入場
料等を
徴収す
る場合

小中高

（ｱﾏﾁｭｱｽ

ﾎﾟｰﾂ利

用）

ｱﾏﾁｭｱｽ
ﾎﾟｰﾂ利
用

その他
の場合

陸上
競技
場

利用者
が入場
料等を
徴収し
ない場
合

小中高

一般

その他
の場合

利用者
が入場
料等を
徴収す
る場合

一般

高校生

ｱﾏﾁｭｱｽﾎﾟｰ

ﾂに利用す

る場合

その他
の場合

個人利
用
（1回）



9時～12時 220

13時～17時 220

17時～21時 220

9時～12時 320

13時～17時 320

17時～21時 320

9時～12時 9,900

13時～17時 13,200

17時～21時 13,200

9時～17時 19,800

1コース 各利用時間ごと 760 1時間 190
8時半～12時 270

12時～17時 440

17時～22時 440
8時半～17時 710
12時半～22時 880

8時半～22時 1,150
8時半～12時 370

12時～17時 540

17時～22時 540
8時半～17時 930
12時半～22時 1,100
8時半～22時 1,470

2時間以内 270

2～4時間 440

4～8時間 590

2時間以内 490

2～4時間 760

4～8時間 1,100

2時間以内 1,100

2～4時間 1,810

4～8時間 3,620

2時間以内 1,100

2～4時間 2,200

4～8時間 4,400

2時間以内 3,300

2～4時間 6,600

4～8時間 13,200

現行の料金
（円）

改正後の区分
改正後の料金

（円）
施設所管課

2時間以内 540

2～4時間 1,100

4～8時間 2,200

2時間以内 1,100

2～4時間 2,200

4～8時間 4,400

2時間以内 1,640

2～4時間 3,300

4～8時間 6,600

水泳
プー
ル

680

870

施設名称

古見方多目的広場

現行の区分

利用
者が
入場
料等
を徴
収し
ない
場合

380

770

1,150

学びスポー
ツ推進課

小中高
（ｱﾏﾁｭｱｽﾎﾟｰﾂ利
用）

一般
（ｱﾏﾁｭｱｽﾎﾟｰﾂ利
用）

その他の場合

1時間

1時間

1時間

2,040

1時間

1時間

70

100

3,300

50

110

170

290

1時間

1時間

1時間

1時間

1時間

1時間

学びスポー
ツ推進課

多目
的広
場
ソフ
ト
ボー
ル場
サッ
カー
・ラ
グ
ビー
場

利用者
が入場
料等を
徴収し
ない場
合

小中高

（ｱﾏﾁｭｱｽ

ﾎﾟｰﾂ利

用）

一般

（ｱﾏﾁｭｱｽ

ﾎﾟｰﾂ利

用）

その他
の場合

利用者
が入場
料等を
徴収す
る場合

ｱﾏﾁｭｱｽ
ﾎﾟｰﾂ利
用

その他
の場合

専用利
用

中高生

専用利
用

一般

個人利
用

小人（中

学生以

下）

大人（高

校生以

上）

専用利
用

全面

1時間

1時間



現行の料金
（円）

改正後の区分
改正後の料金

（円）
施設所管課

880

1,420

1,760

2,200

2,960

3,300

1,760

2,640

3,520

3,960

5,720

6,260

3,520

5,280

8,800

8,800

13,520

14,300

10,560

17,600

26,400

29,260

44,000

54,560

5,280

8,800

12,320

13,300

20,340

23,100

10,560

17,600

26,400

26,940

42,560

48,060

26,400

35,200

61,600

61,600

96,800

123,200

270

440

590

730

880

1,200

学びスポー
ツ推進課

1時間

1時間

270

530

1,060

3,180

1,590

3,180

9,540

100

1時間

1時間

1時間

1時間

1時間

1時間

8：30～12：00

12：30～17：00

17：00～22：00

8：30～17：00

12：00～22：00

8：30～22：00

8：30～12：00

12：30～17：00

17：00～22：00

8：30～17：00

12：00～22：00

8：30～22：00

12：30～17：00

17：00～22：00

8：30～17：00

12：00～22：00

8：30～22：00

8：30～12：00

12：30～17：00

17：00～22：00

8：30～17：00

12：00～22：00

8：30～22：00

12：00～22：00

8：30～22：00

8：30～12：00

12：30～17：00

17：00～22：00

8：30～17：00

12：00～22：00

8：30～22：00

8：30～12：00

小・中・

高児童生

徒（ｱﾏﾁｭ

ｱｽﾎﾟｰﾂ利

用）

その他
の団体
（ｱﾏﾁｭｱ
ｽﾎﾟｰﾂ利
用）

文化的
催物に
利用す
る場合

その他
の場合

利用
者が
入場
料等
を徴
収す
る場
合
（専
用利
用）

ｱﾏﾁｭｱｽ
ﾎﾟｰﾂ利
用

文化的
催物に
利用す
る場合

その他
の場合

8：30～12：00

12：30～17：00

17：00～22：00

8：30～17：00

12：00～22：00

8：30～22：00

8：30～12：00

12：30～17：00

17：00～22：00

8：30～17：00

12：00～22：00

8：30～22：00

8：30～12：00

12：30～17：00

17：00～22：00

8：30～17：00

現行の区分

名瀬総合体育館

一部
利用

会議室
及び指
導員室

利用
者が
入場
料等
を徴
収し
ない
場合
（専
用利
用）



現行の料金
（円）

改正後の区分
改正後の料金

（円）
施設所管課

220 ― 330

320 ― 430

現行の料金
（円）

改正後の区分
改正後の料金

（円）
施設所管課

8:30~12:00 630
12:00~17:00 950
17:00~22:00 1,270

8:30~17:00 1,590
12:00~22:00 2,240

8:30~22:00 2,880

8:30~12:00 1,270
12:00~17:00 1,910
17:00~22:00 2,550

8:30~17:00 3,190
12:00~22:00 4,480

8:30~22:00 5,810

8:30~12:00 2,550
12:00~17:00 3,830
17:00~22:00 6,400

8:30~17:00 6,400
12:00~22:00 10,240

8:30~22:00 12,810

8:30~12:00 7,670
12:00~17:00 12,810
17:00~22:00 19,210

8:30~17:00 20,500
12:00~22:00 32,030

8:30~22:00 39,720

8:30~12:00 3,830
12:00~17:00 6,400
17:00~22:00 8,960

8:30~17:00 10,240
12:00~22:00 15,360

8:30~22:00 19,210

8:30~12:00 7,670
12:00~17:00 12,810
17:00~22:00 19,210

8:30~17:00 20,500
12:00~22:00 32,030

8:30~22:00 39,720

8:30~12:00 19,210
12:00~17:00 25,620
17:00~22:00 44,840

8:30~17:00 44,840
12:00~22:00 70,480

8:30~22:00 89,700

学校施設

現行の区分

名瀬中学校プー
ル

中学生以下 学びスポー

ツ推進課高校生以上

笠利地域教
育課

280

570

1,140

3,420

3,420

10,260

1時間

1時間

太
陽ヶ
丘総
合運
動公
園総
合体
育館

専用
利用

利用者
が入場
料等を
徴収し
ない場
合

小・
中・高
児童生
徒（ｱﾏ
ﾁｭｱｽﾎﾟｰ
ﾂ利用）

その他
の団体
（ｱﾏﾁｭｱ
ｽﾎﾟｰﾂ利
用）

文化的
催物に
利用す
る場合

その他
の場合

利用者
が入場
料等を
徴収す
る場合

ｱﾏﾁｭｱｽ
ﾎﾟｰﾂ利
用

文化的
催物に
利用す
る場合

その他
の場合

1時間

1時間

1時間

1時間

1時間 1,710

総合体育施設

現行の区分



現行の料金
（円）

改正後の区分
改正後の料金

（円）
施設所管課

9：00～12：00 2,300
12：00～17：00 3,870
17：00～21：00 3,140
9：00～17：00 6,280
12：00～21：00 7,010
9：00～21：00 9,420
9：00～12：00 4,710
12：00～17：00 7,850
17：00～21：00 6,280
9：00～17：00 12,570
12：00～21：00 14,140
9：00～21：00 18,850
9：00～12：00 9,420
12：00～17：00 15,710
17：00～21：00 12,570
9：00～17：00 25,140
12：00～21：00 28,280
9：00～21：00 37,710
9：00～12：00 830
12：00～17：00 1,250
17：00～21：00 1,040
9：00～17：00 2,090
12：00～21：00 2,300
9：00～21：00 3,140
9：00～12：00 620
12：00～17：00 1,040
17：00～21：00 830
9：00～17：00 1,670
12：00～21：00 1,880
9：00～21：00 2,510

一般 520 ― 1,000

高齢者 310 ― 500

小人 200 ― 300
9：00～12：00 520
12：00～17：00 520
17：00～21：00 520
9：00～17：00 1,040
12：00～21：00 1,040
9：00～21：00 1,570
9：00～12：00 1,040
12：00～17：00 1,040
17：00～21：00 1,040
9：00～17：00 2,090
12：00～21：00 2,090
9：00～21：00 3,140
9：00～12：00 2,090
12：00～17：00 2,090
17：00～21：00 2,090
9：00～17：00 4,180
12：00～21：00 4,180

400

700

住用地域教
育課

1,000

2,000

4,000

240

300

200

1時間

1時間

1時間

1時間

1時間

1時間

1時間

1時間

相撲場・柔道畳（一面）

移動相撲場

移動観覧席（1基分）

体験フロア

研修室

浴場・

薬草

湯・サ

ウナ

1回券

1回券

1回券

奄美体験交流館

現行の区分

交流
ア
リー
ナ
（全
面）

入場料
等を徴
収しな
い場合

児童・
生徒

一般・
学生

入場料等を徴収
する場合



9：00～21：00 5,230
1時間1コート 520 1時間1コート 700
1時間1コート 520 1時間1コート 700
1時間1コート 200 1時間1コート 300
1時間1コート 100 1時間1コート 150

現行の料金
（円）

改正後の区分
改正後の料金

（円）
施設所管課

午前 2,200

午後 2,200

終日 4,400

夜間 2,200

午前 2,200

午後 2,200

終日 4,400

夜間 2,200

施設名称

総合体育施設

現行の区分

住用
運動
公園
運動
場

スポー
ツに利
用する
場合

市外居
住者

1時間 500

住用地域教
育課その他の

催し物に

利用する

場合

市外居
住者

1時間 500

700

住用地域教
育課

トレーニング

舞台

1時間移動観覧席（1基分）

卓球

バトミントン


